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〔No.  1〕 公立図書館での複写サービスに関する以下の問いに答えなさい。 

（１）著作権法第 31 条第１項第１号に基づき、図書館が利用者に対して図書館

資料を複写（複製）することができる条件、複写（複製）できる範囲につ

いて論じなさい。 

（２）令和３年法律第 52 号（令和３年６月２日公布）「著作権法の一部を改正

する法律」において、図書館関係の権利制限規定の見直しが行われた。こ

れにより、公立図書館等で実施可能になったサービスについて論じなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上級（社会人経験者）　司書　専門（記述式）
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